
条例名 比較事項 細部項目 条例施行以後 条例施行前 
甲賀市

みんな

のまち

を守り

育てる

条例 

開発事業の手

続き 
開発事業事前協

議の対象 
（第１６条、第

３０条、第３１条

関係） 

（１） 開発事業区域の面積が１，０００㎡以上（３年以内の開発事業は同一扱い） 【開発事業の基準】 次に関する事項について、整備基準を規則で定める。 
（２） 市街化調整区において、都市計画法による開発許可を要する開発行為      ①１区画の面積、②駐車場等の設置、③地盤の改良、擁壁の設置等の措置 
（３） 建築行為等で次のいずれかに該当する建築物に係るもの            ④既存樹木の保全、⑤緑地の確保、⑥植樹の促進     
 ア 高さが１２ｍ以上の建築物のうち、規則で定めるもの            【公共公益施設の整備基準】 次に関する事項について、整備基準を規則で定める。 

 イ 共同住宅等で、計画戸数が１０戸以上のもの                  ①道路、②交通安全施設、③公園、緑地又は広場、④排水施設、⑤消防施設等 
 ウ 建築物の延べ面積が、１，５００㎡以上の建築物のうち、規則で定めるもの    ⑥教育施設等、⑦ごみ集積所、⑧集会所、⑨その他の公共公益施設 
（４） 建築基準法で定める工作物のうち、規則で定めるもの            なお、整備基準は、現行の甲賀市開発事業等市指導要綱の内容とほぼ同等である。 

（１） 開発区域の面積が、

１，０００㎡以上のもの 
（２） 共同住宅等で１０戸以上

の建築事業 
（甲賀市開発事業等指導要綱） 

  開発事業の手続

き 
・ 開発事業事前

協議（第１６条

－第２９条関

係） 

 
 近隣住民・ 

周辺住民 
事業者 市 庁内・関係機関 

 
みんなのまちを守り育てる

審議会 
備考 

 
 

    第１６条関係 

   
 
 
 
 
 

  第１７条関係 
縦覧期間；３週間、 
第１８条関係 
開発事業計画表示板

の掲示；申請後５日

以内 

                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

   第２０条関係 
第３０条～第３８条 
関係 
事前協議手続き、開

発整備基準 

   
 

  第２８条関係 
公聴会開催請求期間 
事前協議内容の縦

覧期間満了の日まで 
第４１条～第４４条

関係 
あっせんの申し出； 
① 開発行為、建築

工事の着手前まで 

開発許可関係条例の施行前後における制度比較     

 
 
 
 
 
開

発

事

業

事

前

協

議

申

請

手

続

き 
 

   
 

  第１９条、第２０条

第２１条、第２２条

関係 
第２４条関係 
事前協議確認通知ま

での変更は、市へ届

け出 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 
         

説明会参加、 
事業者との協議 

事前協議申請書受理

事前協議申請書の公

告・縦覧

事前協議結果通知

事前協議確認通知書

交付（必要に応じ審議

会へ諮問）、協定の締

結 

事前協議申請書提出 

近隣住民への説明会

の開催と承諾を得る。

計画表示板の設置等、

説明経過記録等提出 

事前協議申請書の審

査、関係機関協議

事前協議申請書

に対する要件提

示 
事前協議結果に基づ

き要件協議と処理 事前協議結果に

基づき要件協議

公聴会の結果を事前

協議申請に反映 

公聴会開催の請

求 公聴会開催の請求 
公聴会開催につい

て諮問

公聴会の開催について

答申

公聴会の開催

あっせん案提示 
あっせんの申出 

あっせん打ち切りと調停案の諮問、

勧告、案の提示、工事延期等要請

あっせんの

申出 

調 停 案 の

検討 調停案の検討 
調停案に対する答申 

事前協議結果要件の

処理とりまとめ報告 
確認通知に

係る答申

事前協議確認通知書の

受け取り、協定の締結 

工事施工に関する協定

○ 工事施工に

関する協定 
○ 事前協議確

認通知書閲覧

計画周知の経過記録

等の提出を請求 

事前協議確認通知書

（写し）閲覧の整備

甲賀市開発事業等に関する

協議申請書（申請・受付）

庁内協議（意見照会）

庁内協議結果要件通知

庁内各課と協議、要件処

理確認書の取り交わし

庁内各課要件の確認 
関係法令等の許可済を確認

協議成立通知書により通知

市と事業申請者との覚書の

交換又は協定締結

地域住民等への説明経過書

を提出

地元自治会及び隣接自治会

の同意書を提出

地元自治会との

協定締結

地域住民等との紛争と損害

補 に関する誓約書提出償



条例名 比較事項 細部項目 条例施行以後 条例施行前 
甲賀市

みんな

のまち

を守り

育てる

条例 

開発事業の手

続き 
開発事業の手続

き 
・ 開発事業事前

協議（第１６条

－第２９条関

係） 

 
 近隣住民・ 

周辺住民 
事業者 市 庁内・関係機関 

 
みんなのまちを守り育てる

審議会 
備考 

開発許可関係条例の施行前後における制度比較 

 
 

    第２３条関係 
着手後５日以内 

   
 
 
 
 
 

  第４１条～第４４条 
関係 
あっせんの申し出； 
② 工事中の紛争 
  工事完了まで 
③ 電波障害等 
  建築工事完了後

１年以内 
                 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

   第２４条、 
第２７条関係 
開発事業廃止届； 
廃止後１０日以内 

   
 

  第２５条、第２６条

工事完了届；工事 
完了後１０日以内 
完了検査；完了届

受理後１４日以内 
検査済証交付；  

検査後１０日以内 
第３９条関係 

   
 

  第３９条関係 

 
 
 
 
 
開

発

事

業

事

前

協

議

申

請

手

続

き 

     第４９条～ 
第５１条、 

第５４条、第５５条 

 

 

開発事業等変更協議申

請書

変更協議成立通知書に

より通知

事業申請者と変更協議

に伴う覚書の交換

検査済証の交付

公共公益施設移管の検査、移

管手続き

立入調査

開発事業が適正に施行され

るよう指導

指導事項が改善され

ない場合、是正勧告

工事完了届

工事着手届

開発事業廃止届 

開発事業変更協議申請

書審査、関係機関協議

変更協議申請書

に対する要件提

示、要件協議

工事完了届出 工事完了検査

開発事業変更協議確認

通知に係る諮問に対す

る答申

工事着手届 

あっせん案の提示 
あっせんの申出 

あっせん打ち切りと

調停案の諮問、勧告、

案の提示、工事延期等

要請 

あっせんの

申出 

調停案の検

討 調停案の検討 

工事着手届受理

開発事業変更協議

申請、要件処理 

開発事業変更協議確

認通知書交付

開発事業変更協議

確認通知書受け取

り 

開発事業に係る工事

完了検査済証・公告

公共公益施設帰属

協議 
公共公益施設

帰属協議

公共公益施設帰属 
手続き（申請） 

公共公益施設

帰属手続き

開発事業の収益開始 

虚偽の申請、不正

な手続き 
違反事実の確認

違反行為に対する警告

違反行為に対する是正

勧告

是正命令

違反した事業者、施工者

の公表

告発 罰則等適用の

処分

是正命令違反 

変更協議確認通知書

（写し）閲覧の整備

変更協議確認通

知書（写し）閲覧 

調停案に対する答申



 


